
                                      令和７年８月25日  

                                                                            環 境 市 民 会 議 

環境市民会議 令和７年度の予定について 

 

１ 武蔵野市環境市民会議の所掌事項について 

＜武蔵野市環境基本条例より抜粋＞ 

第16条 市の環境の保全に関する基本的事項について調査し、及び審議するため、市長の付属機関として、市

民、事業者等により構成する武蔵野市環境市民会議（以下「市民会議」という。）を置く。 

２ 市民会議は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。 

(１) 環境基本計画に関すること。 

(２) 年次報告書に関すること。 

(３) その他環境の保全についての基本的事項に関すること。 

 

２ 会議予定 

  令和７年度は、第五期環境基本計画（ R3年度～R12年度）の中間期 ５年目）にあたるため、前期の評価

を総括し、課題を整理するとともに、社会情勢の変化等も踏まえて、後期の施策を効果的かつ着実に推進

するための方向性を検討する中間評価を行う。 

 

３ 委員任期 

環境基本計画の中間評価を実施するにあたり、評価の継続性を担保するため、次期 第14期）の委員任

期を下記のとおり短期 令和８年12月31日まで）とし、再任いたしたい。 

   ※現行の施行規則に、「委員の任期は２年とし、再任を妨げない。」と規定されている。 

期 任期 

第13期 現行） 令和６年２月１日 ～ 令和８年１月31日 

第14期 次期）案 令和８年２月１日 ～ 令和８年12月31日 

 
４ 参考 
 

 

期 回 時期 議題 

第13期 

第５回 令和７年８月25日 令和６年度版武蔵野市の環境保全について 

第６回 令和７年11月上旬 
第五期環境基本 

計画の中間評価 

①市民等アンケート調査結果・前期施策の評価について 

第７回 令和８年１月中旬 ②課題・後期施策のポイントについて 

第14期 第１回 令和８年３月上旬 ③後期施策の方向性について、全体の確認 
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